
「宮城県の被災及び復興状況と生活再

建支援制度のなりたち・課題」を考える。 

 

東日本大震災から 4 年目 
仮設住宅に住む２６万人の願いは、住宅の再建から！ 

東日本大震災復旧・復興報告会のご案内 
 
 
 
 
 

40 万人以上が被害を受けた東日本大震災から丸 3 年が経過しましたが、いまだに

26 万人が仮設住宅で不自由な生活を強いられています。2014 年度から災害公営住宅

への入居や、宅地の整備、住宅再建がようやく進もうとしています。しかし、震災で

財産･生業を失った被災者が自力で生活再建することは容易ではありません。 「被災

者生活再建支援法」は 1998 年に制定され、住民の要望と運動により 2 回見直し、拡

充されてきました。2011 年にも見直す予定でしたが東日本大震災が起こり、検討さ

れたものの見直しには至っていません。 
現在、東北 6 県の生活協同組合連合会が中心となり、被災者の一日でも早い生活再

建が実現できるよう同法の拡充のための国会議論を復活させ、生活再建支援制度が被

災者の実情にあったものとなるよう充実を求める署名活動に取り組んでいます。茨城

県生活協同組合連合会でも署名活動に協力しています。 
 
日 時：10 月 24 日（金）13:00～15:00（受付 12：45 から） 

会 場：茨城県労働福祉会館 3 階会議室 （水戸市梅香 2-1-39） 

締 切：10 月 17 日（金）定員 40 名 （定員に達し次第受付終了となります。） 

生協組合員ならどなたでも参加いただけます。 

主 催：茨城県生活協同組合連合会 

参加費：無料 

 

講師 小川 靜治（おがわ せいじ）氏 

プロフィール 
1950 年北海道小樽市生まれ。1973 年宮城県民生協（現みやぎ生協）入職。広報室長、理事店舗

運営部長、同営業企画部長、同人事教育部長、同商品部長。2001 年日生協出向、同時にコープさ

っぽろ駐在。常勤理事商品本部長、店舗本部長。2003 年コープふくしま専務理事補佐。2007 年

日生協からみやぎ生協に戻り、理事総務部長、コープ東北サンネット事業連合専務理事（内局運

営担当）。2011 年 9 月退職。現在、㈲一級建築設計事務所 フロム・イン フェロー 
東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター事務局次長 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先・お申し込み先 
茨城県生活協同組合連合会 事務局 鈴木 
〒310-0022 茨城県水戸市梅香 1-5-5(茨城県 JA 会館分館 5F） 
電話 029-226-8487 FAX029-224-1842 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：suzuki@ibaraki-kenren.coop  






